
証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

参
議
院
財
政
金
融
委
員
会

平
成
十
八
年
六
月
六
日

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

幅
広
い
金
融
商
品
に
対
す
る
包
括
的
・
横
断
的
な
投
資
家
保
護
法
制
の
整
備
の
観
点
か
ら
、
今
回
の
法
改
正
を
受
け
、
今

後
、
そ
の
実
効
性
を
確
保
し
、
市
場
監
視
機
能
の
強
化
を
図
る
た
め
、
早
急
に
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
等
の
体
制
強
化
や

自
主
規
制
機
関
と
の
連
携
強
化
に
取
り
組
む
こ
と
。

一

証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
を
は
じ
め
と
す
る
市
場
監
視
体
制
の
強
化
に
当
た
っ
て
は
、
優
秀
な
人
材
の
確
保
及
び
職
員
の

専
門
性
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
真
に
必
要
な
部
門
に
は
適
切
に
定
員
を
配
置
す
る
観
点
か
ら
、
定
員
の
確
保
、
機
構
の

充
実
に
特
段
の
努
力
を
行
う
こ
と
。

一

よ
り
包
括
的
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
法
制
に
つ
い
て
は
、
本
改
正
に
よ
る
金
融
商
品
取
引
法
の
実
施
状
況
、
各
種
金
融
商
品
・

サ
ー
ビ
ス
の
性
格
、
中
長
期
的
な
金
融
制
度
の
在
り
方
な
ど
も
踏
ま
え
、
引
き
続
き
検
討
を
進
め
る
と
と
も
に
、
今
後
の
監

視
体
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
横
断
化
を
踏
ま
え
た
実
効
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
引
き
続
き
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

一

証
券
取
引
所
に
つ
い
て
は
、
そ
の
機
能
が
国
民
の
経
済
活
動
の
共
通
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
シ
ス
テ
ム
の

安
全
性
・
信
頼
性
の
確
保
に
万
全
を
期
す
こ
と
。
ま
た
、
顧
客
・
投
資
家
が
不
測
の
損
害
を
被
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
自
主

規
制
の
徹
底
と
上
場
審
査
の
方
法
に
つ
い
て
配
意
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
国
際
的
な
市
場
間
競
争
に
お
け
る
競
争
力
の
強
化

を
図
る
と
と
も
に
、
健
全
な
中
小
企
業
や
次
世
代
を
担
う
新
規
産
業
に
対
し
て
円
滑
な
資
金
提
供
が
行
わ
れ
る
よ
う
配
慮
す

る
こ
と
。

一

商
品
先
物
取
引
、
海
外
商
品
先
物
取
引
及
び
海
外
商
品
先
物
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
つ
い
て
は
、
取
引
の
特
徴
や
こ
れ
ま
で



の
被
害
の
実
態
に
か
ん
が
み
、
実
効
性
の
あ
る
規
制
及
び
検
査
・
監
督
を
行
う
た
め
、
厳
正
な
対
応
を
可
能
と
す
る
体
制
を

整
備
す
る
こ
と
。

一

不
招
請
勧
誘
禁
止
の
対
象
と
な
る
商
品
・
取
引
に
つ
い
て
は
、
店
頭
金
融
先
物
取
引
に
加
え
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
が
高
い
な
ど

の
商
品
性
、
執
拗
な
勧
誘
や
利
用
者
の
被
害
の
発
生
と
い
う
実
態
に
照
ら
し
、
利
用
者
保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
の
な
い
よ

う
、
迅
速
か
つ
機
動
的
な
対
応
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
商
品
先
物
取
引
等
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
商
品
取
引
所
法
の
執
行

に
鋭
意
努
め
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
委
員
会
に
お
け
る
指
摘
を
誠
実
に
受
け
止
め
、
商
品
先
物
取
引
は
レ
バ
レ
ッ
ジ

効
果
を
有
す
る
リ
ス
ク
の
高
い
商
品
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
一
般
委
託
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
が
解
消
す
る
よ
う
委
託
者
保
護

に
全
力
を
尽
く
し
て
い
く
こ
と
。
今
後
の
ト
ラ
ブ
ル
が
解
消
し
て
い
か
な
い
場
合
に
は
、
不
招
請
勧
誘
の
禁
止
の
導
入
に
つ

い
て
検
討
す
る
こ
と
。

一

商
品
先
物
取
引
に
お
け
る
損
失
補
填
禁
止
に
関
す
る
事
故
確
認
制
度
等
に
つ
い
て
は
、
顧
客
・
投
資
家
の
被
害
救
済
に
支

障
を
来
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
機
動
的
、
迅
速
な
運
用
に
配
意
す
る
こ
と
。

一

課
徴
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
機
動
的
な
執
行
に
努
め
る
と
と
も
に
、
現
行
制
度
の
実
施
状
況
等
を
踏
ま
え
、
課
徴
金
の
水

準
の
引
上
げ
も
含
め
、
制
度
全
般
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
今
後
、
実
効
的
な
抑
止
効
果
を
も
た
ら
す
よ
う
検
討
を
進
め
る
こ

と
。

一

我
が
国
の
金
融
行
政
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
金
融
・
資
本
市
場
に
お
け
る
公
正
な
取
引
の
確
保
及
び
利
用
者
保
護

の
観
点
か
ら
、
諸
外
国
の
様
々
な
金
融
商
品
と
そ
の
市
場
行
政
を
含
め
た
金
融
行
政
機
構
の
状
況
等
を
参
考
に
、
検
討
を
進

め
る
こ
と
。

、

、

一

監
査
法
人
制
度
等
に
つ
い
て
は

会
計
監
査
の
信
頼
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
様
々
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え

そ
の
在
り
方
を
真
剣
に
検
討
す
る
こ
と
。

一

監
査
法
人
に
よ
る
厳
正
な
監
査
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
監
査
法
人
に
お
け
る
内
部
統
制
の
強
化
や
監
査
の
品
質
管
理
の



向
上
等
に
努
め
る
と
と
も
に
、
監
査
法
人
の
情
報
開
示
、
監
査
法
人
の
選
任
・
報
酬
決
定
及
び
監
査
法
人
の
責
任
の
在
り
方

等
に
つ
い
て
総
合
的
に
検
討
を
行
い
、
早
急
に
必
要
な
法
整
備
を
行
う
こ
と
。

一

公
開
買
付
制
度
に
つ
い
て
は
、
合
併
・
買
収
等
の
態
様
の
多
様
化
を
踏
ま
え
、
企
業
価
値
と
株
主
利
益
の
向
上
を
目
指
し

た
公
正
な
ル
ー
ル
の
下
で
の
企
業
再
編
等
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
規
制
の
中
立
性
に
配
慮
し
つ
つ
、
不
断
の
見
直
し
を
行

う
こ
と
。

一

金
融
・
資
本
市
場
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
金
融
に
関
す
る
法
規
と
実
態
が
乖
離
し
た
場
合
に
は
、

五
年
を
待
た
ず
速
や
か
に
見
直
し
を
検
討
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。




